
大阪府環境影響評価条例による手続フロー
～堺市・資源循環型廃棄物処理施設整備事業～

環境影響評価審査会意見

住　民 事業者 大阪府

方法書の提出

方法書の公示・縦覧

調査市町村長意見

事業者の見解の提出

意見書

知　事　意　見

環境影響評価の実施

H19.7.23　提出

H19.7.30～H19.8.29

H19.7.30～H19.9.12

照会H19.7.30

照会H19.8.22

回答H19.10.17

回答H19.11.22

H19.9.19提出

H19.11.30申述

（意見なし）
（意見なし）

準備書提出以降の手続きについては、堺市環境影響評価条例が適用されます。


